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第２章  AO 入試で求められる「能力」と選抜

の課題  

本章は、 AO 入試の理念において掲げられてい

る「能力」とその実態の把握を通して、 AO 入試

の選抜性における課題について確認することを

目的とした。大学の入学者募集要項やアドミッシ

ョンポリシーから、 AO 入試実施に際しての理念

の中には如何なる「能力」観が存在しているかを

確認した。そこでは「問題発見・解決能力」や「た

くましい力と人間性」等の言葉が並び、ハイパ

ー・メリトクラシー化の流れを後押しする方向の

動きであることが明らかとなった。  

しかし、先行研究による指摘や調査資料から、

AO 入試の選抜性の実態を整理すると、倍率、選

抜方法と公平性の歪み、受験する高校生の受験動

機の消極的さ、高校教員の感じている課題の点か

ら、第 1 節で確認した「能力」観に基づく選抜を

AO 入試に期待できなくなりつつあることを示し

た。  

そこで AO 入試の廃止という施策の妥当性を検証

した。財政という点では AO 入試の廃止は私立大

学にとって良好な結果をもたらすとは限らない

ことを確認し、 AO 入試の廃止が必ずしも妥当と

は言えないことを示した。その上で、「進路支援

性」を定義し、そのイメージを提示した。  

 

第３章  「進路支援型」AO 入試による「支援」

の意義  

本章では私立大学の入試に携わる教職員への

インタビューから、 AO 入試の「進路支援性」に

ついて検討を重ねた。先行研究を手掛かりに、AO

入試のメリット・デメリットを両端に置く縦軸、

AO 入試の特徴として「回数の増加／時期の早期

化」と「尺度の多元化」をその両端に置く横軸か

ら作成された分析表を作成した。この分析表によ

り、調査結果を AO 入試の構造（ハード）的側面

と内部（ソフト）的側面のそれぞれをメリット・

デメリットの対立構造で分析することが可能に

なった。「 AO 入試に対する大学教職員の認知」の

分析では、「回数の増加／選抜の早期化」という

観点から、 AO 入試が定員の充足に一役買ってい

るというメリットの認識に対して、「勉強してな

い」学生を受け入れることになりかねないという

デメリットの認知もされている。また、「尺度の

多元化」では、メリットの「意欲」等の高い入学

者の増加に対して、評価基準の曖昧さ・不明確さ

に対する懸念という点がデメリットに挙げられ

ていた。しかしこれらの認知は、 AO 入試に十分

な選抜機能が期待できることを前提にした上で

現れるものであることも同時に指摘できた。  

そこで同様の分析枠組みを用いて、「進路支援性」

に関して調査結果の分析を行ったところ、「回数

の増加／時期の早期化」の点では、大学側から入

学者に入学前に何らかのアプローチを可能にす

るというメリットと、それに対する労力の増大、

高校教育との兼ね合いをより考慮しなければな

らないというデメリットが挙げられている。「尺

度の多元化」には、入学者の希望と学部教育内容

とのミスマッチが軽減されるとのメリットの認

知とともに、入試形態とのミスマッチの拡大とい

うデメリットも認知されていることが明らかと

なった。ここで、デメリットに挙げられた高校教

育との兼ね合い・入試形態とのミスマッチという

点から、 AO 入試の「進路支援性」の可能性を指

摘した。具体的には、第 2 章第 3 節で定義した「進

路支援性」の方法として AO 入試の試験内容の専

門化を挙げて、その意義を示した。  

 

終章  本研究の成果と課題  

 本研究は、今日における「能力」観に未だハイ

パー・メリトクラシー化の流れを見出せること、

その一端である AO 入試の選抜性に限界があるこ

とを明らかにした。その上で私立大学教職員の認

識から AO 入試の構造的側面、内部的側面のメリ

ット・デメリットの対立構造を描写し、 AO 入試

の「進路支援性」に着目することの意義を示した。

一方で、今日の社会で求められている「能力」に

ついて「ポスト近代型能力」という概念で一括り

にまとめてしまっており詳細な内容や背景につ

いて追究できていない点、研究の対象を AO 入試

に設定したことで「能力」観の純粋な表れに迫る

ことが却って困難になっている点、使用した資料

についてその抽出の妥当性について疑問が生じ

うる点、「 AO 入試廃止の妥当性」について検証

する上で設定したモデルケースの信憑性が薄い

点、「進路支援性」について十分な議論が展開で

きなかった点等に課題があると考えられる。  
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【概要】 

 
序章  本論文の課題設定  

近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化して

きた中で、学校や教員と保護者が連携し、子ども

たちを支援していくことが重要である。保護者と

良好な関係を築き連携していくため、保護者対応

が今後の課題としてあげられる。保護者対応問題

は 2010 年以降、問題提起がなされた段階から解

決提示の段階であるセカンド =ステージに移った

とされる。セカンド =ステージに入った現状にお

ける調査で教員の半数以上が職場において要望

等に対する明確な共通認識が成立していないと

感じており、保護者の要望等に対する危機管理の

徹底が必要だと考えられる。そのような危機管理

の中で、リスク回避の初期段階が重要であると認

識されているものの、依然として保護者対応問題

は単なる認識レベルの「危険水域」に留まってお

り、さらに初期段階に着目して深く考察する必要

があると考える。またセカンド =ステージに入っ

た 2010 年以降、その中で管理職の在り方が課題

としてあげられ、それは初期段階における管理職

の役割が不明瞭であるためだと考えられ、そのた

め管理職の役割について改めて考察する必要も

ある。さらにリスクを回避するために、セカンド

=ステージにおいて管理職が教育現場でどのよう

な実践を行っているか研究されたものは少なく、

不十分である。  

以上のような課題意識から本論文では保護者

の要望等に対する学校の危機管理において、初期

段階における管理職の役割について考察し、それ

が教育現場でどのように実践されているのかを

明らかにし、リスク回避の方策を検討することを

目的とした。  

 

第一章 危機管理の理念 

 第一章では危機管理の理念について整理した。

「危機管理」とはもともと国家レベルの危機に対

処する政策や対応策であったが、関心が高まるに

つれ、企業レベル、個人レベルで使われるように

なった。危機管理には危機を予知し回避するリス

クマネジメント的側面と危機拡大防止のクライ

シス的側面があり、危機の予測および予知、危機

の防止または回避、危機対処と拡大防止、危機の

回復および再発防止の 4 つの段階が危機管理と

定義づけられた。 1990 年前後で学校でも危機管

理の考え方が必要であるという認識が広まり、附

属池田小学校殺傷事件を契機として研究対象と

して確立した。学校危機管理の領域として、学校

組織運営、教育課程・教育活動、子どもの問題行

動、子どもへの指導、教職員の服務・勤務、PTA・

家庭・地域社会、学校事故、自然・社会的災害の

8 つに分けられた。  

 

第二章 保護者対応と危機管理 

第二章では、保護者対応における危機管理の考

え方について考察した。マスコミの発達、教育改

革など学校を取り巻く環境の変化や保護者自身

の学校経験から学校・教員に対して保護者が不安

や不信を抱くようになった背景に加え、学校・教

員と保護者の関係、また保護者同士の関係も希薄

化するなど保護者の人間関係が変化したと言及

した。このような状況下で「モンスター・ペアレ

ント」という言葉が生まれ、学校や教員と保護者

の関係がさらに築きにくくなった経緯を提示し、
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そのため保護者対応とは、子どものより良い教育

のために保護者との信頼関係を築き連携を深め

ていくことに意義あると確認した。保護者対応問

題は 2010 年以降、問題提起がなされた段階から

問題の解決に向けて多様な取り組みが行われる

解決提示の段階に移り変わり、その際の課題とし

て管理職の在り方があげた。また、そこでの保護

者のニーズとは学校内の情報を積極的に発信す

ることであると考察された。  

保護者の要望等に対する危機管理の過程はリ

スクを予測し、回避する初期段階、被害拡大防止

の組織的対応を必要とする第二次段階、同じく被

害拡大防止の外部機関との連携を必要とする第

三次段階、再発防止と回復の事後段階に分けられ

る。その中で初期段階の管理職の在り方に課題が

あることを指摘した。それを受けて初期段階に着

目した際の管理職の役割として、「情報管理にお

ける働きかけ」と「要望等への対応の指導」の 2

点にまとめられる。  

 

第三章  インタビュー調査から見る保護者

の要望等に対する学校の危機管理 

第二章であげた 2 点に着目して、インタビュー

調査を通し、管理職がどのような実践を行ってい

るかを明らかにし、リスク回避の方策を検討した。 

「情報管理における働きかけ」では保護者に対

して積極的な情報の発信、「ほう・れん・そう」

の徹底、窓口の統一の 3 つを析出した。保護者に

対して積極的な情報の発信については従来から

言われている「学校通信」、「学校の HP の活用」

に加え、「マスコミを活用した情報の発信」とい

う今まで言われていなかった点について指摘す

ることができた。「ほう・れん・そう」は保護者

に不信感を抱かせない手段として取られ、それを

徹底させるために教員たちが相談しやすい雰囲

気を管理職が築くことと管理職が常に先を見通

したビジョンを持つことの 2 点が重要だと示し

た。窓口の統一についてはまず経験豊富な管理職

が保護者の要望等を受けることで教員と保護者

の緊張感を和らげ、両者をつなぐ作用があると示

唆した。  

「要望等への対応の指導」では、経験豊富な管

理職がどのように対応するか教員に指示を出す

対応姿勢は管理職の経験や力量によるところが

大きいと推測し、管理職と教員間での対応ビジョ

ンのズレが、問題が長期化・複雑化する要因だと

考察した。  

以上のことを踏まえ、リスク回避の方策として

保護者との信頼関係構築の手段と苦情・クレーム

の削減の手段について検討を行った。保護者との

信頼関係構築の手段として、保護者に対して情報

を発信する際の「マスコミを活用した情報の伝

達」は一つの有効な手段であると示せた。また、

苦情・クレームの削減の手段として、ひと手間を

かけた対応、子どものとの関係づくり、地域・保

護者のトップへの正確な情報の伝達の 3 つを析

出することができた。  

 

終章 本論文の成果と課題 

本論文の成果は管理職が現場で行っている実

践についてインタビュー調査を通して明らかに

することで、リスク回避の方策として保護者との

信頼関係構築の手段、苦情・クレーム削減の手段

について具体的な手立てを析出できたことであ

る。特に本論文のインタビューデータの「マスコ

ミを活用した情報の伝達」に関しては、アイデア

として言及されてはいたものの、緊急時の情報伝

播等の場面に限られていた。本論文では初期にお

ける対応策と位置づけ分析したことで、平時にお

いても有効に機能することを明らかにした。この

点について今後さらに検討していく必要がある。 

本論文における課題として、管理職が教員にど

のように対応するように指導しているのか具体

的な部分までは明らかにすることができなかっ

た点があげられる。管理職が教員に対して指導を

徹底していることは明らかとなったが、そこでど

ういった指導がなされているのかは不十分なも

のとなってしまった。そのような点から今後、管

理職が教員にどういった対応を期待しているの

かなどさらに考察する必要がある。  
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